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 平成２４年 第１回（定例）須 恵 町 議 会 会 議 録（第４日） 

平成２４年３月１９日（月曜日） 

 
議事日程（第４号） 

平成２４年３月１９日 午前１０時００分開議 

 
日程第 １ 議案第１０号 須恵町子宝応援手当支給条例を廃止する条例の制定について 

日程第 ２ 議案第１１号 須恵町営住宅管理条例を廃止する条例の制定について 

日程第 ３ 議案第１２号 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一

部を改正する条例 

日程第 ４ 議案第１３号 須恵町税条例の一部を改正する条例 

日程第 ５ 議案第２０号 町営路線の区域の変更について 

日程第 ６ 議案第２１号 町営路線の認定について 

日程第 ７ 議案第２２号 第二幼児園建設工事の施工について 

日程第 ８ 議案第２３号 社会教育施設下水道排水設備工事の施工について 

日程第 ９ 議案第２４号 土木工事の施工について 

日程第１０ 議案第２５号 下水道工事の施工について 

日程第１１ 議案第２６号 水道工事の施工について 

日程第１２ 議案第２７号 平成２４年度須恵町一般会計予算の提出について 

日程第１３ 議案第２８号 平成２４年度須恵町国民健康保険特別会計予算の提出について 

日程第１４ 議案第２９号 平成２４年度須恵町後期高齢者医療特別会計予算の提出について 

日程第１５ 議案第３０号 平成２４年度須恵町公共下水道事業特別会計予算の提出について 

日程第１６ 議案第３１号 平成２４年度須恵町農業集落排水事業特別会計予算の提出について 

日程第１７ 議案第３２号 平成２４年度須恵町水道事業会計予算の提出について 

日程第１８ 陳    情 国民医療と国立病院の充実強化を求める陳情書 

日程第１９ 陳    情 大幅増員と夜勤改善で安全・安心の医療・介護を求める陳情書 

日程第２０ 委員会の閉会中の継続調査について  
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部を改正する条例 

日程第 ４ 議案第１３号 須恵町税条例の一部を改正する条例 

日程第 ５ 議案第２０号 町営路線の区域の変更について 

日程第 ６ 議案第２１号 町営路線の認定について 

日程第 ７ 議案第２２号 第二幼児園建設工事の施工について 

日程第 ８ 議案第２３号 社会教育施設下水道排水設備工事の施工について 

日程第 ９ 議案第２４号 土木工事の施工について 
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日程第１１ 議案第２６号 水道工事の施工について 

日程第１２ 議案第２７号 平成２４年度須恵町一般会計予算の提出について 

日程第１３ 議案第２８号 平成２４年度須恵町国民健康保険特別会計予算の提出について 

日程第１４ 議案第２９号 平成２４年度須恵町後期高齢者医療特別会計予算の提出について 

日程第１５ 議案第３０号 平成２４年度須恵町公共下水道事業特別会計予算の提出について 

日程第１６ 議案第３１号 平成２４年度須恵町農業集落排水事業特別会計予算の提出について 

日程第１７ 議案第３２号 平成２４年度須恵町水道事業会計予算の提出について 

日程第１８ 陳    情 国民医療と国立病院の充実強化を求める陳情書 

日程第１９ 陳    情 大幅増員と夜勤改善で安全・安心の医療・介護を求める陳情書 

日程第２０ 委員会の閉会中の継続調査について  
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午前10時00分開議 

○議長（三  良人）  これから本日の会議を開きます。 

 これより議事に入ります。ここで、一括議題についてお諮りします。議案第２０号及び議案第

２１号、議案第２７号から議案第３２号は、それぞれ関連議案でありますので、一括議題とする

ことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、一括議題とすることに決定しました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１．議案第１０号 

○議長（三  良人）  日程第１、須恵町子宝応援手当支給条例を廃止する条例の制定についてを

議題とします。 

 文教厚生委員長の報告を求めます。今村委員長。 

○文教厚生委員長（今村 桂子）  議案第１０号須恵町子宝応援手当支給条例を廃止する条例の制

定について、文教厚生委員会の審査報告をいたします。 

 議案書１５ページをお開きください。子宝応援手当の支給が、平成２３年度をもって廃止され

るため、須恵町子宝応援手当の支給条例（平成２１年）須恵町条例第２号を廃止するものです。 

 受給人数についての質問があり、平成２１年、４６人１９３万円、２２年、４３人１８３万円、

２３年、４０人１７０万円の支給がされているとのことです。 

 附則として、この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

 文教厚生委員会全員賛成で可決しております。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑にはいります。質疑はあ

りませんか。――質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありませんか。

――討論なしと認めます。よって、議案第１０号について採決に入ります。本案に対する委員長

の報告は可決です。よって、議案第１０号は、委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は

起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第１０号須恵町子宝応援手当支給条例

を廃止する条例の制定については、委員長報告のとおり可決されました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第２．議案第１１号 

○議長（三  良人）  日程第２、議案第１１号須恵町営住宅管理条例を廃止する条例の制定につ

いてを議題とします。 
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 文教厚生委員長の報告を求めます。今村委員長。 

○文教厚生委員長（今村 桂子）  議案第１１号須恵町営住宅管理条例を廃止する条例の制定につ

いて、文教厚生委員会の審査報告をいたします。 

 議案書１６ページをお開きください。須恵町営住宅は、老朽化により、平成２１年度に解体し

ており、滞納分の収納整理も終わっているため、須恵町営住宅管理条例（平成９年）須恵町条例

第２７号を廃止するものです。 

 附則として、この条例は平成２４年４月１日から施行する。 

 文教厚生委員会全員賛成で可決しております。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。――質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありませんか。

――討論なしと認めます。よって、議案第１１号について採決に入ります。本案に対する委員長

の報告は可決です。よって、議案第１１号は、委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は

起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第１１号須恵町営住宅管理条例を廃止

する条例の制定については、委員長報告のとおり可決されました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第３．議案第１２号 

○議長（三  良人）  日程第３、議案第１２号単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基

準に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 総務建設産業委員長の報告を求めます。合屋委員長。 

○総務建設産業委員長（合屋 伸好）  議案第１２号単純な労務に雇用される職員の給与の種類及

び基準に関する条例の一部を改正する条例、総務建設産業委員会の審査報告でございます。 

 議案書１７ページでございます。第１条中では項の繰り下げ、第５条中では給料表を廃し、町

長が別に定めるものでございます。 

 附則といたしまして、施行は交付の日からです。近隣町では、既に改正がされているというこ

とでございます。また、当町においては、平成１１年以来該当者なしということでございます。 

 委員会全員賛成で可決をいたしました。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。――質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありませんか。

――討論なしと認めます。よって、議案第１２号について採決に入ります。本案に対する委員長

の報告は可決です。よって、議案第１２号は、委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は
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起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第１２号単純な労務に雇用される職員

の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり可決されまし

た。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第４．議案第１３号 

○議長（三  良人）  日程第４、議案第１３号須恵町税条例の一部を改正する条例を議題としま

す。 

 総務建設産業委員長の報告を求めます。合屋委員長。 

○総務建設産業委員長（合屋 伸好）  議案第１３号須恵町税条例の一部を改正する条例の、総務

建設産業委員会の審査報告でございます。 

 議案書２６ページです。これは、地方税法施行令の一部を改正する政令、地方税法施行規則の

一部を改正する省令及び地方税の臨時特例に関する法律が、平成２３年１２月２日に交付された

ことによるものでございます。 

 主なものは、たばこ税と、個人の町民税の改正であります。たばこ税は、１,０００本当たり

６４４円の税収増、また旧３級品においては３０５円の増でございます。県税を町税に移譲する

ものでございます。これを受け、２４年度の当初予算では、１億９,９００万円を計上していま

す。 

 個人の町民税ですが、復興財源として、平成２６年から３５年の１０年間、均等割で年

５００円が加算されます。これに伴い、同額が県民税でも加算されることになっております。 

 附則といたしまして、この条例は、交付の日から施行する。ただし、次の各号に挙げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

 以下、記載のとおりでございます。 

 委員会全員賛成で可決といたしております。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。――質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありませんか。

――討論なしと認めます。よって、議案第１３号について採決に入ります。本案に対する委員長

の報告は可決です。よって、議案第１３号は、委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は

起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第１３号須恵町税条例の一部を改正す



- 99 - 

る条例は、委員長報告のとおり可決されました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第５．議案第２０号 

日程第６．議案第２１号 

○議長（三  良人）  日程第５、議案第２０号町営路線の区域の変更について、日程第６、議案

第２１号町営路線の認定について、以上２議案について一括議題とします。 

 総務建設産業委員長の報告を求めます。合屋委員長。 

○総務建設産業委員長（合屋 伸好）  議案第２０号町営路線の区域の変更について、総務建設産

業委員会の審査報告です。 

 議案書４４から４６ページです。議案第２１号と関連します、松ヶ浦地区大規模開発に伴い、

須恵上組３号線の終点側４９５.８メートルを廃止するものであります。 

 委員会は、全員賛成で可決としております。 

 引き続き、議案第２１号町営路線の認定について、総務建設産業委員会の審査報告です。議案

書４７ページから４９ページとなっております。 

 議案第２０号で廃止しました終点側の一部３９９.４メートルを認定とするものでございます。

廃止との差９６.４メートルが開発対象になりますが、後日返還となるため、予算の収支はござ

いません。また、認定区間の工事も、原則ないということでございます。 

 廃止と認定の起点、終点の地番が微妙に異なるという質疑に対しまして、場所は同じであるが、

認定したときと現在の字図の食い違いとの答えでございました。 

 委員会全員賛成で可決をいたしました。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。――質疑なしと認めます。よって、これより議案第２０号について討論に入ります。

討論はありませんか。――討論なしと認めます。よって、議案第２０号について採決に入ります。

本案に対する委員長の報告は可決です。よって、議案第２０号は、委員長報告のとおり決定する

ことに御賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第２０号町営路線の区域の変更につい

ては、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第２１号について討論に入ります。討論はありませんか。――討論なしと認めます。

よって、議案第２１号について採決に入ります。本案に対する委員長の報告は可決です。よって、

議案第２１号は、委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 
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○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第２１号町営路線の認定については、

委員長報告のとおり可決されました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第７．議案第２２号 

○議長（三  良人）  日程第７、議案第２２号第二幼児園建設工事の施工についてを議題としま

す。 

 総務建設産業委員長の報告を求めます。合屋委員長。 

○総務建設産業委員長（合屋 伸好）  議案第２２号第二幼児園建設工事の施工について、総務建

設産業委員会の報告であります。 

 議案書５０ページからでございます。５１ページをお願いします。３月１２日に議員全員での

視察を行い、その後、合同審査といたしております。現在、造成工事中で、擁壁、防火水槽等の

工事がなされておりました。計画の建物は、Ｌ字型の木造平屋建て、２,００４.１６平方メート

ル、約６０６坪となります。 

 事業費４億７,０００万円は、町債が７５％、一般財源が２５％となっております。また、建

築本体工事費は、町債と同様額の約３億５,０００万円で、坪単価といたしましては、約５７万

７,０００円ということになっております。 

 工期は、臨時議会後の５月末から翌１月末の予定ということでございまして、太陽光発電パネ

ル設置が予定されているということでございます。 

 総務建設産業委員会は、全員賛成で可決といたしました。 

○議長（三  良人）  次に、文教厚生委員長の報告を求めます。今村委員長。 

○文教厚生委員長（今村 桂子）  文教厚生委員会も、全員賛成で可決しております。 

○議長（三  良人）  各委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。――質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありませんか。

――討論なしと認めます。よって、議案第２２号について採決に入ります。本案に対する各委員

長の報告は可決です。よって、議案第２２号は、委員長報告のとおり決定することに御賛成の方

は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第２２号第二幼児園建設工事の施工に

ついては、委員長報告のとおり可決されました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第８．議案第２３号 

○議長（三  良人）  日程第８、議案第２３号社会教育施設下水道排水設備工事の施工について
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を議題とします。 

 総務建設産業委員長の報告を求めます。合屋委員長。 

○総務建設産業委員長（合屋 伸好）  議案第２３号社会教育施設下水道排水設備工事の施工につ

いて、総務建設産業委員会の報告であります。 

 議案書５３ページからとなっています。公共下水道への接続工事でございます。図面番号１、

文化会館は、工事長１８.８メートル。以下、記載のとおりですが、つなぎ込みよりも浄化槽の

処理に費用がかかるということでございます。図面番号２、あおば会館周辺施設は、工事長

１２８.９メートル。以下、記載のとおりですが、５施設分となっております。なお、財源はす

べて一般財源でございます。 

 委員会全員賛成で可決いたしました。 

○議長（三  良人）  委員長、ちょっと、事業費と財源内訳の金額を言うてください。 

○総務建設産業委員長（合屋 伸好）  図面番号１、文化会館につきましては、事業費７４０万円

でございます。図面番号２、あおば会館周辺施設におきましては、事業費１,５７３万

５,０００円となっております。 

○議長（三  良人）  財源内訳も。 

○総務建設産業委員長（合屋 伸好）  財源内訳は、先ほど申しましたとおり、すべてが一般財源

ということになっております。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。――質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありませんか。

――討論なしと認めます。よって、議案第２３号について、採決に入ります。本案に対する委員

長の報告は可決です。よって、議案第２３号は、委員長報告のとおり決定することに御賛成の方

は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第２３号社会教育施設下水道排水設備

工事の施工については、委員長報告のとおり可決されました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第９．議案第２４号 

○議長（三  良人）  日程第９、議案第２４号土木工事の施工についてを議題とします。 

 総務建設産業委員長の報告を求めます。合屋委員長。 

○総務建設産業委員長（合屋 伸好）  議案第２４号土木工事の施工について、総務建設産業委員

会の報告でございます。 

 議案書５７ページからとなっております。城山４号線道路改良工事でございます。工事長
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２４０メートルで、事業費１,９５０万円、一般財源１,９５０万円となっております。以下、記

載のとおりでございます。 

 継続事業で、２３年度末の進捗状況は、２７.５％となっております。また、同区画の残り

２ないし３カ所を、９月に施工したいということでございます。 

 委員会全員賛成で可決いたしました。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。――質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありませんか。

――討論なしと認めます。よって、議案第２４号について採決に入ります。本案に対する委員長

の報告は可決です。よって、議案第２４号は、委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は

起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第２４号土木工事の施工については、

委員長報告のとおり可決されました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１０．議案第２５号 

○議長（三  良人）  日程第１０、議案第２５号下水道工事の施工についてを議題とします。 

 総務建設産業委員長の報告を求めます。合屋委員長。 

○総務建設産業委員長（合屋 伸好）  議案第２５号下水道工事の施工について、総務建設産業委

員会の報告でございます。 

 議案書６０ページからです。６１ページをお願いたします。なお、６３ページ以降の箇所図を

同時に御参照ください。図面番号１、赤坂地区管渠築造工事は、県道志免・須恵線スマートイン

ター取りつけ道路工事に伴うもので、工事長２０２.４メートルと、１９４.６メートルの、計

３９７メートルになっています。図面番号２、大島原地区管渠築造工事は、箇所図北側の須恵中

正門付近と、東側、ミニストップ付近の、前年度予定分にプラスをするもので、工事長

１,３９７.２メートルでございます。図面番号３、上須恵地区管渠築造工事は、久我美術館付近

の最終で、工事長１９４.６メートルでございます。図面番号４、山の神地区は、北側の管渠築

造工事９１２メートルと、南側の取りつけ埋設工事２６５.８メートルです。６２ページをお願

いします。図面番号５、新原地区管渠築造工事は、ビーンズ付近で、工事長９１２.４メートル

です。また、県道部分が夜間工事となる予定でございます。図面番号６、新原工業団地管渠築造

工事は、工事長４１４.５メートルで、建物裏面の配管を前面に変え、自然流化とするものでご

ざいます。図面番号７、上須恵地区の１ヘクタールと、南米里地区１.５ヘクタール、計

２.５６ヘクタールの実施設計、測量業務委託料でございます。図面番号８、須恵１０号汚水幹
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線及び大島原地区、上須恵地区の実施設計、測量業務委託。４.４７ヘクタールでございます。 

 事業費は４億８,０５０万円。詳細は、国庫補助２８％、町債６７％、一般財源５％となって

おります。なお、平成２３年度末での下水道普及率は、農業集落排水と合わせて６８％、水洗化

率は７８.１％となっております。 

 委員会全員賛成で可決いたしました。 

○議長（三  良人）  ちょっと委員長、事業費、財源内訳で報告してください。 

○総務建設産業委員長（合屋 伸好）  数字が要りますか。  事業費は４億８,０５０万円。 

 財源内訳です。国庫補助金１億３,３５０万円、町債が３億２,２９０万円、一般財源

２,４１０万円でございます。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。――質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありませんか。

――討論なしと認めます。よって、議案第２５号について採決に入ります。本案に対する委員長

の報告は可決です。よって、議案第２５号は、委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は

起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第２５号下水道工事の施工については、

委員長報告のとおり可決されました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１１．議案第２６号 

○議長（三  良人）  日程第１１、議案第２６号水道工事の施工についてを議題とします。 

 総務建設産業委員長の報告を求めます。合屋委員長。 

○総務建設産業委員長（合屋 伸好）  議案第２６号水道工事の施工について、総務建設産業委員

会の報告です。 

 議案書７１ページからでございます。７２ページ、７３ページをお願いいたします。なお、

７４ページ以降の箇所図を同時に御参照ください。図面番号１から６に関しては下水道工事に伴

うもので、７は単独工事となっております。埋設の深さはすべて８０センチでございます。 

 事業費１億３,０００万円は、すべて一般財源となっております。 

 委員会全員賛成で可決いたしました。 

○議長（三  良人）  ちょっと委員長、工事箇所はちゃんと報告して。一括でいかん、番号と工

事名、工事量も報告。 

○総務建設産業委員長（合屋 伸好）  それでは、工事箇所を言えということでございますので、

申し上げます。 
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○議長（三  良人）  「言え」じゃない、「報告」。 

○総務建設産業委員長（合屋 伸好）  はい。 

 図面番号１、旅石・赤坂地区、工事長は７２５メートルでございます。図面番号２、大島原地

区、工事長１,０９６メートルでございます。図面番号３、上須恵地区、工事長１５７メートル

です。４番、山の神地区、４０９.５メートル。同じく４番、山の神地区、２９４メートル。

７３ページです。図面番号５番、新原地区、７１９.５メートル。６番、新原工業団地、工事長

１４０メートル。図面番号７番、火焼・柴原線、工事長１１６メートルとなっております。 

 以上です。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。――質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありませんか。

――討論なしと認めます。よって、議案第２６号について採決に入ります。本案に対する委員長

の報告は可決です。よって、議案第２６号は、委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は

起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第２６号水道工事の施工については、

委員長報告のとおり可決されました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１２．議案第２７号 

日程第１３．議案第２８号 

日程第１４．議案第２９号 

日程第１５．議案第３０号 

日程第１６．議案第３１号 

日程第１７．議案第３２号 

○議長（三  良人）  日程第１２、議案第２７号平成２４年度須恵町一般会計予算の提出につい

て、日程第１３、議案第２８号平成２４年度須恵町国民健康保険特別会計予算の提出について、

日程第１４、議案第２９号平成２４年度須恵町後期高齢者医療特別会計予算の提出について、日

程第１５、議案第３０号平成２４年度須恵町公共下水道事業特別会計予算の提出について、日程

第１６、議案第３１号平成２４年度須恵町農業集落排水事業特別会計予算の提出について、日程

第１７、議案第３２号平成２４年度須恵町水道事業会計予算の提出について、以上６議案を一括

議題とします。 

 予算審査特別委員長の報告を求めます。合屋委員長。 

○予算審査特別委員長（合屋 伸好）  それでは、議案第２７号平成２４年度須恵町一般会計予算
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の提出についてからでございます。予算審査特別委員会の報告でございます。 

 別紙、平成２４年度一般会計歳入歳出予算書１ページでございます。平成２４年度須恵町の一

般会計の予算は、次に定めるところによる。１条、歳入歳出予算の総額は、それぞれ７５億

７,０００万円と定める。第２条、地方債は第２表による。第３条、一時借入金の限度額は、

６億円と定める。第４条、給料、職員手当、共済費に関しては、同一款内で流用することができ

る。 

 ８ページ、第２表、地方債でございます。臨時財政対策債４億２,８００万円、一般会計出資

債他会計繰り出し分１,０３０万円、消防施設整備事業債６６０万円、第二幼児園建設事業債

３億７,３４０万円、ポケットパーク整備事業債１,６２０万円。利率は原則４％以内で、償還は

短縮繰り上げ借りかえができるということでございます。総額は、前年度比プラス４億

８,４００万円、６.８３％の増となっております。 

 詳細は省きまして、主な審査内容を報告いたします。 

 質疑等は歳出に関するものが主で、２款総務費で庁舎空調の改修に１億円余りの予算計上に対

しまして、設置以来２５年が経過し、だましだまし使っているという現状と、職員のためという

よりも住民サービスという考え、さらに町村会の災害共済基金還付の財源がある。また、配管や

ダクトは極力既存のものを使用するという答えでございます。 

 ４款衛生費では、子宮頸がん及びヒブワクチンの接種について、昨年のしわ寄せが来るのでは

との質疑には、まだ危険との認識があるため、逆に呼びかけをするとの答えです。 

 ６款農林水産費では、近隣市町の事故を受けて、ため池管理徹底の要望でございますが、点検

と看板設置で対応するとの答えでございます。 

 ８款土木費の、ポケットパーク整備事業関係では、幅員４メートルの、自転車が通れる歩道で、

工事請負費４,８００万円に、国庫補助が約５５％、残りは町債でございます。維持管理費には、

高速道路美化促進事業の助成が見込まれております。 

 １０款教育費の、運動公園内階段改修工事は、西方沖地震の被害に伴う階段の段落及びクラッ

ク被害に、５０万円余りの予算で足りるのかという質疑には、地山で簡易な施工内容を見込んで

いるが、補正の可能性はないということでございます。また、運動公園内には１６４坪の県有地

があり、今年度購入予定でございます。単価は交渉次第とのことでございますが、坪当たり２万

円ほどを希望しているということでございます。 

 予算審査特別委員会全員賛成で可決といたしております。 

 続きまして、議案第２８号平成２４年度須恵町国民健康保険特別会計予算の提出について、予

算審査特別委員会の報告です。 

 別紙、特別会計予算書１ページでございます。平成２４年度須恵町の国民健康保険特別会計の
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予算は、次に定めるところによる。第１条、歳入歳出予算の総額は、それぞれ２９億

９,３０８万４,０００円と定める。前年度比プラス３.９％でございます。 

 歳入の１款国民健康保険税は、一般被保険者数６,６２１人、３,６７０世帯と、退職被保険者

数４４２人、１９０世帯となっており、前年度比２,０００万円の増でございます。しかし、長

引く不況に伴い、個人所得の減が見込まれるため、確定賦課時の減額が予想されております。

３款の国庫支出金では、療養給付費に対して、医療費の３４％負担、普通調整交付税９％補助で

すが、本年度、財源不足８,４８５万７,０００円の計上で、収支の調整が行われております。

４款、５款は、支払い基金の内示額でございます。６款の県支出金では、高額医療費共同事業負

担金４分の１補助、普通調整交付金７％補助となっております。８款繰入金は、一般会計からの

法定内繰入金が計上されております。 

 歳出では、２款保険給付費は、２３年度決算見込みプラス２％で計上でございます。なお、出

産育児費は５５件、葬祭諸費は６０件の計上になっております。３款、４款、６款は、支払い基

金の内示額となっております。８款保険事業費の特定検診についての質疑がありまして、国の目

標６５％に対し、町３３.６％で、２５年度からペナルティー分を、後期高齢者支援金に加算予

定であるが、市町村に大きくばらつきがあるため国が示しておらず、６５％の数値も下方修正の

可能性もあるという答えでございます。 

 予算審査特別委員会全員賛成で可決いたしました。 

 議案第２９号平成２４年度須恵町後期高齢者医療特別会計予算の提出について、予算審査特別

委員会の報告です。 

 別紙、特別会計予算書５３ページとなっております。第１条、歳入歳出予算の総額は、それぞ

れ２億４,５４０万７,０００円と定める。前年度比プラス５.５％でございます。 

 歳入で具体的な数字が計上されているのは、１款と３款でございます。１款保険料は、年金差

し引き分と普通徴収分で５.５％の増となっております。３款繰入金も同様の伸び率となってお

ります。 

 歳出では、１款で人件費の減額と、２款では、広域連合事務費に加え、歳入１款の保険料と、

３款の基盤安定繰入金を負担金として、ここで納付するものでございます。 

 委員会全員賛成で可決といたしております。 

 議案３０号平成２４年度須恵町公共下水道事業特別会計予算の提出について、予算審査特別委

員会の報告でございます。 

 別紙、特別会計予算書７９ページでございます。第１条、歳入歳出予算の総額は、それぞれ

１１億７６７万４,０００円と定める。第２条、地方債の起債は第２表による。前年度比プラス

４.８％です。 
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 ８３ページ、地方債でございます。起債の目的は、下水道事業債で、多々良川流域下水道建設

費負担金分限度額３,８６０万円、多々良川流域関連公共下水道分限度額３億２,２９０万円、資

本費平準化債公共下水道分限度額４,１９０万円、同じく流域下水道分２,１２０万円、特別措置

分限度額４,８１０万円でございます。利率は原則４％以内。償還の方法は、記載のとおりとな

っております。 

 歳入では、１款で、供用開始面積の減により、受益者負担金が前年度比１５％減です。２款の

使用料は、実績見込みにより、プラス１６.１％を見込んでおります。３款国庫支出金、マイナ

ス１９.１％。５款一般会計繰入金、マイナス７５％。７款還付消費税、マイナス５０％と、い

ずれも減額の計上でございます。８款町債は、プラス２５.８％となっております。 

 歳出では、１款総務費で、維持管理負担金単価の減による９.４％の減。２款下水道事業費で

は、管渠築造工事及び事業認可委託等による９.１％の減。３款公債費で、元金償還の５.７％と

なっております。 

 予算審査特別委員会全員賛成で可決でございます。 

 議案３１号平成２４年度須恵町農業集落排水事業特別会計の提出について、予算審査特別委員

会の報告でございます。 

 別紙、特別会計予算書１１５ページでございます。第１条、歳入歳出予算の総額は、それぞれ

８,０３２万７,０００円と定める。第２条、地方債の起債は第２表による。対前年度比マイナス

１６％です。 

 １１９ページ、地方債でございます。起債の目的は下水道事業債で、資本費平準化債限度額

１,８５０万円でございます。利率は原則４％以内、償還の方法は記載のとおりであります。 

 歳入では、２款で使用料の減、３款で一般会計繰入金の減でございます。 

 歳出では、１款総務費で人件費の減、２款事業費では、１目、２目で委託料の減となっており

ます。また、返済年度の経過により元金と利子の増減がございます。 

 予算審査特別委員会全員賛成で可決といたしております。 

 議案第３２号平成２４年度須恵町水道会計予算の提出について、予算審査特別委員会の報告で

ございます。 

 別紙、水道事業会計予算書でございます。１ページをお願いいたします。第１条、平成２４年

度水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。第２条、業務の予定量は、（５）の建設改

良事業費で、３２.１％の減となっております。石綿管改良補助事業の減でございます。第３条、

収益的収入は、使用水量の増を見込み、０.８％の増となっております。支出では、１款１項

１目原水及び浄水費と、２目配水及び給水費の減によるものでございます。また、第二浄水場基

本計画策定業務委託料が計上されております。２ページをお願いします。第４条、資本的収入
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５０.５％の減、支出２４.９％の減は、ともに石綿管改修工事の減となっております。なお、収

支の差１億６,２５３万６,０００円は、損益留保資金で補てんをいたします。第５条、議会の決

議を経なければならない。（１）職員給与費は、人事異動による８.２％の減と、（２）公債費

になっております。第６条、棚卸資産の購入限度額は、６００万円と定める。前年度比５０％の

増となっておりますが、これはメーター機器類等の価格上昇によるものでございます。 

 予算審査特別委員会全員賛成で可決をいたしました。 

 以上です。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。――質疑なしと認めます。よって、これより議案第２７号について討論に入ります。

討論はありませんか。――討論なしと認めます。よって、議案第２７号について採決に入ります。

本案に対する委員長の報告は可決です。よって、議案第２７号は、委員長報告のとおり決定する

ことに御賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第２７号平成２４年度須恵町一般会計

予算の提出については、委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第２８号について討論に入ります。討論はありませんか。――討論なしと認めます。よっ

て、議案第２８号について採決に入ります。本案に対する委員長の報告は可決です。よって、議

案第２８号は、委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第２８号平成２４年度須恵町国民健康

保険特別会計予算の提出については、委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第２９号について討論に入ります。討論はありませんか。――討論なしと認めます。よっ

て、議案第２９号について採決に入ります。本案に対する委員長の報告は可決です。よって、議

案第２９号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第２９号平成２４年度須恵町後期高齢

者医療特別会計予算の提出については、委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第３０号について討論に入ります。討論はありませんか。――討論なしと認めます。よっ

て、議案第３０号について採決に入ります。本案に対する委員長の報告は可決です。よって、議

案第３０号は、委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第３０号平成２４年度須恵町公共下水
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道事業特別会計予算の提出については、委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第３１号について討論に入ります。討論はありませんか。――討論なしと認めます。よっ

て、議案第３１号について採決に入ります。本案に対する委員長の報告は可決です。よって、議

案第３１号は、委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第３１号平成２４年度須恵町農業集落

排水事業特別会計予算の提出については、委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第３２号について討論に入ります。討論はありませんか。――討論なしと認めます。よっ

て、議案第３２号について採決に入ります。本案に対する委員長の報告は可決です。よって、議

案第３２号は、委員緒報告のとおり決定することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第３２号平成２４年度須恵町水道事業

会計予算の提出については、委員長報告のとおり可決されました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１８．国民医療と国立病院の充実強化を求める陳情書 

○議長（三  良人）  日程第１８、国民医療と国立病院の充実強化を求める陳情書を議題としま

す。 

 文教厚生委員長の報告を求めます。今村委員長。 

○文教厚生委員長（今村 桂子）  国民医療と国立病院の充実強化を求める陳情書について、文教

厚生委員会の審査報告をいたします。 

 陳情趣旨、陳情事項は、陳情書のとおりでございますが、糟屋郡内他町の動向を見ながらとい

うことになり、継続審査といたします。 

○議長（三  良人）  本件につきましては、ただいまの委員長報告並びに会議規則第７０条の規

定により、閉会中の継続審査の申し出があっております。 

 お諮りします。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、国民医療と国立病院の充実強化を求める

陳情書は、閉会中の継続審査とすることに決定しました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１９．大幅増員と夜勤改善で安全・安心の医療・介護を求める陳情書 

○議長（三  良人）  日程第１９、大幅増員と夜勤改善で安全・安心の医療・介護を求める陳情
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書を議題とします。 

 文教厚生委員長の報告を求めます。今村委員長。 

○文教厚生委員長（今村 桂子）  大幅増員と夜勤改善で安全・安心の医療・介護を求める陳情書

について、文教厚生委員会の審査報告をいたします。 

 陳情趣旨、陳情項目については、陳情書のとおりでございますが、糟屋郡内他町の動向を見な

がらということになり、継続審査といたします。 

○議長（三  良人）  本件につきましては、ただいまの委員長報告並びに会議規則第７０条の規

定により、閉会中の継続審査の申し出があっております。 

 お諮りします。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、大幅増員と夜勤改善で安全・安心の医

療・介護を求める陳情書は、閉会中の継続審査とすることに決定しました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第２０．委員会の閉会中の継続調査について 

○議長（三  良人）  日程第２０、委員会の閉会中の継続調査についてを議題とします。 

 各委員長より、会議規則第７０条の規定により、次のとおり閉会中の継続調査の申し出があっ

ております。 

 議会運営委員会より議会運営について、広報特別委員会より議会広報の編集について、広域行

政調査特別委員会より広域行政調査について、総務建設産業委員会より町有地の有効活用調査に

ついて。 

 お諮りします。各委員長申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、申し出のとおり閉会中の継続調査に付す

ることに決定しました。 

 ここで、税務課より須恵町税条例の一部改正について、専決処分の申し出があっておりますの

で、これを許可します。百田税務課長。 

○税務課長（百田 順二）  税務課でございます。ただいま開会中の今国会におきまして、地方税

法の一部を改正する法律案が上程され、審議中でございます。３月中には通過の見通しと聞いて

おります。 

 それに伴いまして、須恵町税条例の一部を改正する条例につきまして、施行日が４月１日から

の分も含まれておりますので、国会通過後、専決処分をさせていただき、次期の議会にて報告承
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認を求めたいと考えております。この件につきまして、お取り計りをお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（三  良人）  お諮りします。ただいま説明がありました条例の一部改正については、国

の法律改正に伴うものであり、また、国会通過の関係もあり、専決処分を了承することに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  異議なしと認めます。よって、須恵町税条例の一部改正については、専決

処分を了承することに決定しました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

○議長（三  良人）  以上で、本日の議事日程はすべて終了しましたが、ここで、３月３１日を

もって退職される職員のごあいさつをお願いします。吉松清健康福祉課理事、猪股清貴子ども教

育課付課長。 

○理事（健康福祉課）（吉松  清）  今、三 議長さんより御説明がございました。本月、末日

をもちまして、おかげさまで退職を迎えることができました。 

 私、昭和４５年にこの職をさせていただいて、４２年弱になります。正式には４１年と８カ月。

そのときの町長さんは原田昇さんでございまして、現在の中嶋町長、４代の町長さんに仕えるこ

とができました。町議会議長さんは吉松義隆さんでございまして、いろんな多くの議員さんとお

つき合い、公的にも私的にも、親しくおつき合いさせていただきまして、本当にうれしく思って

おります。 

 ４２年間の間に、福祉関係が通算１８年、環境衛生が１２年間。３０年の、その３分の２が、

今申し上げました福祉と環境衛生に携わっております。それで、議会通じて一番思い出に残っと

るのは、平成１６年に、ちょうど御手洗寿乃氏が環境福祉委員会委員長のときに、埼玉県の精神

障害者授産施設の視察同行させていただいたことでございます。記憶に新しいところでは、沖縄

県、ＣＫＤの先進地、それからひとり暮らし高齢者の見守りといったところも同行させていただ

いて、勉強させていただきました。 

 議会に出席することになりまして、当初は、やはり緊張、物すごくしておりまして、だんだん

なれてきまして、こう言っちゃ何ですけど、議会が来るのを楽しみにしていました。議長から、

説明が長い場合に注意されたこともございました。 

 終わりになりますが、一つお願いがございます。町長がいつも申し上げております、自助・共

助・公助。公助はもう、それこそこんな財政逼迫でございますので、限りがございます。自助に

おきましても、生活困窮者とか、身体の不自由な方おられますので、共助の部分を、ぜひとも議

員さんで御支援いただきたいというお願いでございます。 
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 終わりに、議員各位のますますの御活躍、御健勝、それから須恵町町議会の御繁栄を祈念申し

上げまして、お礼の言葉とさせていただきます。長い間、ありがとうございました。（拍手） 

○子ども教育課付課長（猪股 清貴）  このような貴重な機会をいただきまして、本当にありがと

うございます。私、３年間というとても短い期間でしたけれども、学校現場、それからほかの教

育事務所等では味わえない、非常に貴重な体験をさせていただきました。 

 私、中嶋町長が目指しておられる、生涯学習を基盤に据えてのまちづくり、そして平松教育長

が言われておられる、ゼロ歳から１５歳までをつなぐ、感動、感謝、共感する心豊かな子供たち

の教育の実現に向けて、精いっぱい努力してまいりました。その間、議員の皆様からは、温かい

言葉、激励の言葉、そして御支援をいただきました。本当にありがとうございました。 

 まだまだ未熟者ですし、道半ばですので、４月からはまた立場変えまして、感動、感謝、共感

する子供たちを育てるべく、精いっぱい努力してまいりますので、また今後とも御指導、御鞭撻

をよろしくお願い申し上げます。 

 ３年間、どうも本当にありがとうございました。（拍手） 

○議長（三  良人）  以上で、３月議会の全日程を終了しました。 

 本会議終了後、全員協議会を開催しますので、特別会議室にお集まりください。 

 全員協議会終了後、広報特別委員会を第３委員会室で開催しますので、よろしくお願いします。 

 会議を閉じます。平成２４年第１回定例会を閉会します。 

午前11時05分閉会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 


